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【手続補正書】
【提出日】平成30年5月23日(2018.5.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋼板表面にめっき皮膜を有する溶融Al－Zn－Mg－Siめっき鋼板であって、
　前記めっき皮膜は、膜厚が27μm以下であり、下地鋼板との界面に存在する界面合金層
と該合金層の上に存在する主層とからなり、25～80質量％のAl、0.6超え～15質量％のSi
及び0.1超え～25質量％のMg、並びに、合計で0.01～10質量％の、Mn、V、Mo、Ti、Sr、Ni
、Co、Sb及びBのうちから選択される一種又は二種以上を含有し、残部がZn及び不可避的
不純物からなる組成を有し、
　前記めっき皮膜中のMg及びSiの含有量が、以下の式（１）を満足することを特徴とする
、溶融Al－Zn－Mg－Siめっき鋼板。
ＭMg／（ＭSi－0.6）＞1.7  ・・・（１）
ＭMg：Mgの含有量（質量％）、ＭSi：Siの含有量（質量％）
【請求項２】
　前記主層がMg2Siを含有し、前記主層におけるMg2Siの含有量が1.0質量％以上であるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の溶融Al－Zn－Mg－Siめっき鋼板。
【請求項３】
　前記主層がMg2Siを含有し、該主層の断面におけるMg2Siの面積率が1％以上であること
を特徴とする、請求項１に記載の溶融Al－Zn－Mg－Siめっき鋼板。
【請求項４】
　前記主層がMg2Siを含有し、Ｘ線回折によるMg2Siの（１１１）面（面間隔ｄ=0.367nm）
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のAlの（２００）面（面間隔ｄ＝0.202nm）に対する強度比が、0.01以上であることを特
徴とする、請求項１に記載の溶融Al－Zn－Mg－Siめっき鋼板。
【請求項５】
　前記界面合金層の厚さが、1μm以下であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか
１項に記載の溶融Al－Zn－Mg－Siめっき鋼板。
【請求項６】
　前記主層がα－Al相のデンドライト部分を有し、該デンドライト部分の平均デンドライ
ト径と、前記めっき皮膜の厚さとが、以下の式（２）を満足することを特徴とする、請求
項１～４のいずれか１項に記載の溶融Al－Zn－Mg－Siめっき鋼板。
ｔ／ｄ≧1.5  ・・・（２）
ｔ：めっき皮膜の厚さ（μm）、ｄ：平均デンドライト径（隣接するデンドライトアーム
間の中心距離）（μm）
【請求項７】
　前記めっき皮膜が、25～80質量％のAl、2.3超え～5質量％のSi及び3～10質量％のMgを
含有することを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の溶融Al－Zn－Mg－Siめ
っき鋼板。
【請求項８】
　前記めっき皮膜が、25～80質量％のAl、0.6超え～15質量％のSi及び5超え～10質量％の
Mgを含有することを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の溶融Al－Zn－Mg－
Siめっき鋼板。
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